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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業大

臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 X 25002：2025 
 (ISO/IEC 25002：2024) 

システム及びソフトウェア技術－ 
システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価

（SQuaRE）－品質モデルの概観及び利用法 
Systems and software engineering- 

Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)-
Quality model overview and usage 

 
序文 

この規格は，2024 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 25002 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

様々な組織の機能及び個人の活動は，情報システム及び IT サービスによって遂行されることがますま

す増加している。それゆえ，高品質な情報システム及び IT サービスは，利害関係者に価値を提供し，悪影

響を及ぼす可能性を回避するために，不可欠である。残念ながら，従来，品質保証は主に機能的な要求事

項に焦点を当てており，システム及び／又は製品の非機能的な属性には，ほとんど注意を払ってこなかっ

た。情報システム及び IT サービスの全ての品質属性についての包括的な仕様化，設計及び評価は，利害関

係者への情報システムの価値を最適化するために極めて重要である。 

特定の種類の情報システムに関連する品質特性の包括的な仕様は，品質モデルで表現される。品質モデ

ルは，要求事項の定義，評価，並びに妥当性確認及び／又は検証を支援する客観的な基盤として使用可能

である。品質特性及びそれらの測定に関する国際的な合意を確立することによって，SQuaRE ファミリー

の規格は，情報システム及び IT サービスの，信頼性の高い世界規模での開発及び提供のための枠組みを提

供する。 

この規格は，JIS X 25010，ISO/IEC TS 25011，JIS X 25012，JIS X 25019 及び今後発行される他の SQuaRE
品質モデルを解釈し，使用するための指針を提供することを意図している。SQuaRE ファミリーの品質モ

デルは，情報システム，ICT 製品，データ及び IT サービスが，持続可能な開発目標（SDGs）の目標 4，目

標 9 及び目標 11 を達成する上で，その役割を遂行する能力をもつ証拠を提供するために使用される，品質

測定量及び評価プロセスの開発をガイドすることが可能である。 

この規格は，SQuaRE 品質モデルの構造を紹介し，それらを開発するための要求事項を提供する。この

規格では，品質モデル部門（JIS X 2501n）内の SQuaRE 品質モデルが，情報システムのライフサイクルに

わたる品質関連の活動をガイドするために，他の SQuaRE 規格と組み合わせてどのように使用できるかを

説明する。これらの品質モデルは，利害関係者の要求事項を満たすために，情報システム及び IT サービス

の品質を評価するための測定量の開発をガイドすることが可能である。これらのモデルは，全ての利害関


